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３月１１日に閣議決定された独占禁止法改正案においては、不当廉売や優

越的地位の濫用等の不公正な取引方法について抑止力の強化を図ることが重

要との認識のもと、これらの違反行為を新たに課徴金の対象とすること等が

盛り込まれました。 

 

一方、こうした不公正な取引方法について、迅速かつ効果的に調査・取締

りを行うためには、公正取引委員会の行う情報収集や審査に対し、中小企業

や所管業界の実態に知見を有する経済産業省が、これまでの適正取引推進の

ための取組を踏まえつつ協力していくことが重要と考えられます。こうした

観点から、今般、経済産業省と公正取引委員会との間で協力スキームを構築

し、運用を開始することと致しましたので、お知らせいたします。 

 

事業者が不公正な取引方法により被害を受けた又は受けるおそれがあると

考えられる場合には、経済産業省本省及び各経済産業局の業所管課、競争環

境整備室又は中小企業庁において、随時相談を受け付けております。経済産

業省では、受け付けた相談内容を精査し、独占禁止法の不公正な取引方法に

該当する疑いのある事案と判断した場合には、公正取引委員会に通報を行い

ます。通報を受けた公正取引委員会は、必要に応じ経済産業省と協力しつつ、

当該事案に係る情報収集や審査を行うこととなります。（協力スキームの詳細

は別添） 

 

なお、事業者が不公正な取引方法により被害を受けた又は受けるおそれが

あると考えられる場合には、経済産業省本省及び各経済産業局の業所管原課、

競争環境整備室又は中小企業庁において、随時相談を受け付けております。 

 



（注）「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の関係で相談窓口

が設置されている場合には、当該窓口をご活用下さい。また、関係

事業者団体において相談窓口を設置されている場合には、当該相談

窓口のご担当からのご相談も受け付けます。 

 

関係の事業者団体各位におかれましては、上記協力スキームについて、団

体に所属する事業者の方々に広く周知の程、よろしくお願い致します。 



不公正な取引方法に係る協力スキームに関する相談先 

 

不公正な取引方法に係る協力スキームに関する相談先については、経済産

業省本省の業所管課、製造産業局参事官室、競争環境整備室、中小企業庁事

業環境部取引課並びに地方経済産業局の業所管課、競争環境整備室、中小企

業課までお願いします。連絡先は以下のとおりとなっております。 

 

経済産業省本省（業所管課）        製造産業局参事官室 

電話：０３－３５０１－１５１１（代表）  電話：０３－３５０１－１６８９（直通） 
 

経済産業政策局競争環境整備室       中小企業庁事業環境部取引課 

 電話：０３－３５０１－１５５０（直通）  電話：０３－３５０１－１６６９（直通） 

 

北海道経済産業局             東北経済産業局 

電話：０１１－７０９－２３１１（代表）  電話：０２２－２６３－１１１１（代表） 
 

関東経済産業局              中部経済産業局 

電話：０４８－６０１－１２００（代表）  電話：０５２－９５１－２６８３ 

                               （総務課直通） 

近畿経済産業局              中国経済産業局 

電話：０６－６９６６－６０００（代表）  電話：０８２－２２４－５６１５ 

                               （総務課直通） 

四国経済産業局              九州経済産業局 

電話：０８７－８１１－８９００（代表）  電話：０９２－４８２－５４０５ 

                               （総務課直通） 
 

以下の業種では、業種毎の「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の相談窓口を設

けております。こちらへお問い合わせ頂いても結構です。 

＜電話：０３－３５０１－１５１１（代表）＞ 

  素形材産業･･････････････････････製造産業局素形材産業室 

自動車産業･･････････････････････製造産業局自動車課 

産業機械・航空機等･･････････････製造産業局産業機械課、航空機武器宇宙産業課 

  情報通信機器産業････････････････商務情報政策局情報通信機器課 

繊維産業････････････････････････製造産業局繊維課 

情報サービス・ソフトウェア･･････商務情報政策局情報処理振興課 

 広告産業････････････････････････商務情報政策局文化情報関連産業課 

 


